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■都市と農地の共存 
今年２⽉頃に⽣産緑地制度についてお伝えしました 
そして都市緑地法等の⼀部が改正され、25 年振りに新たな⽤途地域が創設されました。 
⽥園住居地域とは、住宅と農地が混在し両者が調和して良好な居住環境と農業が営める地域として
創設されました 
 
都市部における農地の新しい在り⽅として 
都市部における農業に対する住⺠の関⼼の⾼まりから「貸し農園」等が今出てきます 
１坪の農園でも需要があり、⾃分で作った野菜が⾷べたい 等 
市場に新しいニーズも⽣まれてきており、それに付随した建築物として 
農業施設、レストランを建てる等も出てきそうです 
話題となっているのはファーム事業・レストラン事業が同⼀となっている施設です 
ビジネスは今までだけの視点から⾒るのではなく 
市場に対する動き、市場への整備状況から考えてビジネスを創り出していく時代かもしれません 
特に、住⽣活産業として、⼈との繋がりや地域コミュニティとの繋がりを重要だと考える企業こそ 
これから発⽣するニーズを察知することも重要です 
ちなみに地⽅では、都市部での動きに対して新たなサービス創出も予想されるので 
他⼈事ではなく、新しい情報を常に取得するという意味でも、地⽅連携の可能性もありますので 
今後の動きも注視してみてください。 


